
1-Ⅹ-学芸員養成課程  Page 1 24/02/28 14:39  v4.00

⚑．学芸員養成課程とは

本学で在学中に所定の科目を履修し単位を修得すると、卒業時に学芸員の資格が取得できます。

学芸員（curator）とは、日本の博物館法に定められた、博物館（美術館・科学館・動物園・植物園・
歴史館なども含む）における専門的職員および、その職に就くために必要とされる国家資格のことで
す。学芸員の職務は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業につい
ての専門的事項を管理する一方、展示や教育普及活動においては社会教育施設における教育従事者と
しての立場も求められます。近年では、博物館に関係する企業が、学芸員有資格者を採用する事例も
増えてきています。

⚒．学芸員養成課程履修について

時間割から学芸員養成課程の授業を選択し、以下の表に示す必要単位を履修してください。
なお、必修科目のうち所定の⚗科目14単位は、これを修得していることが⚒年次以降に「博物館実

習」を履修申告するための必要条件となっているので、修得しておく必要があります。

⚒・⚓・⚔年次の「博物館実習」登録の際に、実習費として⚒万円の支払いが必要となります。

卒業までに、必修科目⚙科目19単位を修得していると、卒業と同時に学芸員の資格が得られます。

⚓．学芸員養成課程科目一覧

総合で、19単位を履修すること。

＊ 「博物館実習」を履修するには、「博物館概論、博物館経営論、博物館資料論、博物館資料保存論、博物館展示論、

博物館教育論、博物館情報・メディア論」の⚗科目の単位を修得しておくことが条件です。
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科目区分と必要単位数 科 目 名 単位数 配当年次 備 考

必 修 科 目

博物館概論 2 1
博物館経営論 2 1
博物館資料論 2 1
博物館資料保存論 2 1
博物館展示論 2 1
博物館教育論 2 1
博物館情報・メディア論 2 1
博物館実習＊ 3 2
生涯学習概論 2 1


